
貨物自動車運送事業者数及び車両数

区　分

事業者数

車 両 数 管  内 その他 管  内 その他 管  内 その他 管  内 その他 管  内 その他 管  内 その他

事業者数 704 193 7 18 94 0 798 193 2 1 800 194 2,265 (6)

車 両 数 19,150 6,735 436 235 370 0 19,520 6,735 5 7 19,525 6,742 4,074 (6)

事業者数 639 222 10 8 82 5 721 227 3 0 724 227 2,911 (7)

車 両 数 14,900 5,608 201 215 233 10 15,133 5,618 17 0 15,150 5,618 5,158 (13)

事業者数 585 120 2 24 51 1 636 121 7 0 643 121 1,148 0

車 両 数 10,795 2,779 116 121 185 2 10,980 2,781 15 0 10,995 2,781 1,926 0

事業者数 710 129 2 14 55 4 765 133 6 2 771 135 1,573 (2)

車 両 数 10,583 3,262 37 186 167 30 10,750 3,292 28 20 10,778 3,312 2,670 (6)

事業者数 2,638 664 21 64 282 10 2,920 674 18 3 2,938 677 7,897 (15)

車 両 数 55,428 18,384 790 757 955 42 56,383 18,426 65 27 56,448 18,453 13,828 (25)

（注）１．「管内」欄には、当該運輸支局管内に主たる事務所を有する事業者数を当該事務所を管轄する支局ごとに計上した。

　　　２．「その他」欄には、当該運輸支局管外に主たる事務所を有する事業者が当該運輸支局管内に営業所を存する場合に、当該営業所の所在地を管轄する支局ごとに

　　　　　事業者数及び車両数を計上した。

　　　３．「特別積合せ」欄の事業者数及び車両数は、一般の欄の内数とし、車両数については運行車数を計上した。

　　　４．「霊柩」欄の事業者数には、霊柩専業者数を計上するため、一般との兼業者については「一般」欄へ計上する。また、車両数については霊柩自動車と一般自動車を

　　　　　各々区別し「一般」欄と「霊柩」欄に計上する。

　　　５．「貨物軽自動車運送事業者」欄には、軽霊柩自動車を保有する事業者数及び車両数を内数として（　）書きで表示した。
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